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1ランク上のシニアライフの話  

予定利率を気にしよう 
保険金を受け取るとき

収入保障保険という保険が
あります。世帯主などが死
亡したら、あらかじめ決め
ておいた期間、年金を受け
取ることができるという保
険です。

この保険のように、年金で
受け取るタイプの保険は、
受け取ることができるよう
になったとき予定利率をチ
ェックしてほしいのです。
予定利率が低い場合、年金

を一括して受け取ると有利
な場合があるからです。
特に、年金を受け取る期間
が長期にわたる場合には、
予定利率による差異が大き
くなります。

生命保険に関する相談はお気軽に

予定利率により異なる一時金の金額 【収入保障保険】

世帯主が死亡し
たとき一定期間
年金を受け取る

年金の受取期間が長期にわたるときがある

予定利率が
1%の保険契約

予定利率が
3%の保険契約

もし、年金の受取期間が30年だとすると・・・
年金で受け取ると 一時金で受け取ると

月額10万円を
30年間受取り

月額10万円を
30年間受取り

3,143万円※

2,402万円※
※ 数値は推定値


